
Ⅰ類Ａ 事務

事 務　専 門 問 題

平成28年 5 月施行　　職員採用試験

指示があるまで開いてはいけません。

注　意

1 .  問題と解答用紙は別になっています。必ず解答用紙に解答してください。

2.  問題は 5 題あります。そのうち 1 題を選択して解答してください。

3.  解答時間は 2 時間30分です。

4.  解答に当たっては、解答用紙の表紙に記載された注意をよく読んでください。

5.  この冊子は持ち帰ることができますが、解答用紙は絶対に持ち帰らないで

ください。

6.  問題のページは、次のとおりです。

 　　公　　法・・・・ 1ページ～ 6ページ

 　　民 事 法・・・・ 7ページ～ 9ページ

 　　経済原論・・・・10ページ～13ページ

 　　財 政 学・・・・14ページ

 　　公共政策・・・・15ページ



公　法

　Ａ市は人口がそれほど多くはないものの、避暑地として全国的に有名であり、毎年

7月から 9月にかけては、市内のホテル、リゾート施設、別荘等に避暑目的で多くの

人が訪れるため、Ａ市の夏季における水道使用量は他の季節に比べるとはるかに大き

い。Ａ市内における水道の供給は、厚生労働大臣の認可を受けたＡ市が水道事業者と

して行っている（水道法（以下「法」という。）第 3条第 5項、第 6条第 1項、第 2

項）。ところが夏季における水道使用量が増大し、最大給水量に見合った施設整備のた

め、Ａ市の水道事業は毎年度 1億数千万円の赤字になっている。そこでＡ市では、Ａ

市の水道使用者のうち事実上夏季にのみ水道を利用している別荘の水道使用者約

1,300人について、水道料金の負担を引き上げることとした。

　市町村の供給する水道に係る水道料金に関しては、まず一方で、法第14条第 1項が

料金について供給規程を定めなければならないとしているが、他方で、水道施設は地

方自治法第244条第 1項の「公の施設」に当たるため、その使用料（同法第225条）に

ついては同法第228条第 1項に基づいて条例でこれを定めることとされているので、実

際には水道料金については市町村が条例の形式で供給規程を定めている。Ａ市であれ

ば、「Ａ市水道給水条例」（以下「給水条例」という。）がこれに当たり、具体的には、

給水条例第24条により、別表第一に従って水道料金が決定される。そして給水条例で

は、Ａ市の「住民基本台帳に登録していない者」を「別荘利用者」と位置付けてそれ

以外の水道使用者よりも高い基本料金を設定するとともに、別荘利用者については一

時的な水道利用の中止を認めないものとしているため（給水条例第18条第 2項ただし

書）、別荘利用者は水道を全く利用しない時期についても基本料金を支払わなければ

ならず、基本料金すら支払わないようにするためには給水装置の廃止をしなくてはな

らないが（給水条例第18条第 1項第 2号）、その場合には、再加入する際に数十万円に

及ぶ加入金が徴収される仕組みとなっている（給水条例第18条第 3項、第29条第 1

項）。

　Ａ市の水道を担当する水道局（以下「市水道局」という。）が、過去 5年間のＡ市の

水道供給契約に係る契約データを精査したところ、水道使用者全体に占める別荘利用

者の割合は約30％であるが、そのほとんどは、 7月から 9月までを除く 9か月間の水

道料金が基本料金に収まっており、Ａ市内全体の年間水道使用量に占める別荘利用者

の年間水道使用量の割合は約 5％にとどまることが確認された。他方、別荘利用者以

外の水道使用者の中には約30のホテルやリゾート施設が含まれ、これら施設全体での

年間水道使用量はＡ市内全体の年間水道使用量のうちの約20％を占め、また、それぞ
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れのホテルやリゾート施設が年間50万円以上の水道料金を支払っていることもあっ

て、別荘利用者の平均的な年間水道料金が約 4万円であるのに対し、別荘利用者以外

の水道使用者の平均的な年間水道料金は約 6万円となっている。そこで市水道局では、

別荘利用者の平均的な年間水道料金が別荘利用者以外の水道使用者の平均的な年間水

道料金とほぼ等しくなるように料金を算出した。それを踏まえて、給水条例の別表第

一を、例えばメーターの口径が13mmの水道使用者（以下「13mm使用者」という。）

の基本料金であれば、別荘利用者は5,000円、別荘利用者以外の水道使用者は1,400円と

する内容の給水条例の改正案がＡ市議会に提出され、平成28年 5 月 9 日に可決された

（以下「本件改正条例」といい、これによって改正された給水条例の別表第一を「本件

別表」という。）。この本件改正条例は、同年 7月 1日に施行するものとされており、

7月からは、既に契約している者も含めて、水道供給契約の基本料金が本件別表の料

金となる。

　ＸはＡ市の住民基本台帳に登録をしていないが、Ａ市内に別荘を有する13mm使用

者である。この改正を知ったＸから同年 5月18日に市水道局に連絡があり、Ⅹによれ

ば本件改正条例は法第14条第 2項第 4号に違反する違法な条例であり、Ⅹとしては、

近く本件改正条例の取消訴訟（行政事件訴訟法第 3条第 2項）を提起することも考え

ているという。そこで市水道局内では本件改正条例に関する会議が行われ、いくつか

の検討事項が挙げられた。あなたが市水道局の職員だと仮定し、最高裁判所の判例も

踏まえて、次の【問1】及び【問2】に答えなさい。

【問 1】本件別表は、法第14条第 2項第 4号に違反するか検討しなさい。

【問 2】本件改正条例は、取消訴訟の対象となる処分に当たるか検討しなさい。

【参考条文】

水道法（昭和32年 6月15日法律第177号）〔抜粋〕

（この法律の目的） 

第 1 条　この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水

道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富

低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること

を目的とする。 

（責務） 

第 2 条　国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るた
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めに欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、

水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用

に関し必要な施策を講じなければならない。 

2 　（略）

第 2 条の 2　地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画

的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業…を経営す

るに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。

2　（略）

（用語の定義） 

第 3 条　この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の

飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたもの

を除く。

2  　この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給

する事業をいう。…

3、 4　（略）

5  　この法律において「水道事業者」とは、第 6条第 1項の規定による認可を受けて

水道事業を経営する者を…いう。 

6 ～12　（略）

（事業の認可及び経営主体） 

第 6 条　水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければなら

ない。 

2  　水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水し

ようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営

することができるものとする。 

（供給規程） 

第 14条　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につ

いて、供給規程を定めなければならない。 

2 　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 

　一 　料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものである

こと。 
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　二、三　（略）

　四　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

　五　（略）

3～ 7　（略）

地方自治法（昭和22年 4月17日法律第67号）〔抜粋〕

（使用料） 

第 225条　普通地方公共団体は…公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第228条　…使用料…に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

　…

2、 3　（略）

（公の施設） 

第 244条　普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供する

ための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

2 、 3 　（略）

行政事件訴訟法（昭和37年 5月16日法律第139号）〔抜粋〕

（抗告訴訟） 

第 3 条　（略） 

2  　この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行

使に当たる行為（…以下単に「処分」という。）の取消しを求める訴訟をいう。

Ａ市水道給水条例（平成□年□月□日条例第□号）〔抜粋〕

（趣旨）

第 1 条　この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市の水道事業の給水

についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を

保持するために必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第 3 条　この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設け

られた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
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2  　この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設し、改造し、修繕し、

又は撤去する工事をいう。

（給水契約の申込み）

第 13条　水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長

に申し込み、その承認を受けなければならない。

（水道の使用開始、中止、廃止及び変更等の届出）

第 18条　水道使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届

け出なければならない。

　一 　水道の使用を開始及び中止するとき。この場合において、開始及び中止とは、

メーターボックス内の止水栓による開栓又は閉栓をいう。

　二 　給水装置を廃止するとき。この場合において、廃止とは、給水管の切断並びに

メーター及びメーターボックスの除去をいう。

　三　（略）

2  　次の各号に該当する場合は、水道の使用の中止を認めることができる。ただし、

届出日においてＡ市住民基本台帳に登録していない者は除く。

　一～四　（略）

3　廃止の場合で再加入するときは、新規加入とする。

（料金の支払義務）

第23条　水道料金（以下「料金」という。）は、水道使用者から徴収する。

（料金）

第 24条　料金は、別表第一に定めるところにより算定した額の合計額に1.08を乗じた

…額とする。

（加入金）

第 29条　市長は、給水装置の新設をする者から水道加入金（以下「加入金」という。）

を徴収する。

2　（略）
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［別表第一（本件改正条例による改正前のもの）］

［別表第一（本件別表）］

メーター
の口径

水道料金（ 1か月につき）

基本水量 基本料金 1 m3 当たりの超過料金

13mm
10m3 まで

1,300 円

150 円
20mm，25mm 1,400 円

30mm，40mm
20m3 まで

5,000 円

50mm，75mm 10 ,000 円

別荘利用者（住民基本台帳に登録していない者）

13mm
10m3 まで

3,000 円

150 円20mm 5 ,000 円

25mm 20m3 まで 10 ,000 円

メーター
の口径

水道料金（ 1か月につき）

基本水量 基本料金 1 m3 当たりの超過料金

13mm
10m3 まで

1,400 円

160 円
20mm，25mm 1,500 円

30mm，40mm
20m3 まで

6,000 円

50mm，75mm 12 ,000 円

別荘利用者（住民基本台帳に登録していない者）

13mm
10m3 まで

5,000 円

160 円20mm 7 ,000 円

25mm 20m3 まで 14 ,000 円
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民事法

　次の【問 1】及び【問 2】に解答せよ。

【問 1】

　Ａは、最近、高齢になったために病気がちであり、自己の財産の管理がややおろそ

かになっていた。そのことに目をつけたＡの妹Ｂは、Ａに知られないうちにＡの財産

を処分するなどして、自己の利益を図ろうと考えていた。

　Ａの息子であるＣが、Ａの自宅に帰省した際にＡの財産の状況を調べたところ、次

の（事実1）及び（事実2）が判明した。

（事実 1）

　Ａが所有する甲建物（現況は空き家）について、所有権の登記名義が売買を原因と

してＡからＤに移転されていた。ＣがＡに尋ねると、Ａは、「甲建物を他人に売るつも

りは全くないし、ましてや、甲建物をＤに売ったことはない。もっとも、半年ぐらい

前、Ｂが訪ねてきて、甲建物が老朽化してきたので甲建物のリフォームをする契約を

業者と結びたい、そこで、甲建物のリフォームの契約をする代理権を自分に与えてほ

しいとＢに言われたので、これを了承して、そのような代理権をＢに与え、その旨の

内容を記載した委任状をＢに交付した。その際、契約をするのに必要だとＢから言わ

れて、自分の実印をＢに貸したことがある。」と答えた。そこで、Ｂに事情を聴くと、

Ｂは、Ａに無断で、Ａから売却を委託されたと偽り、Ａの代理人として甲建物をＤに

売却し、その代金をＤから受け取るのと引換えに甲建物の登記名義をＡからＤに移転

したことを白状した。

（事実2）

　Ａが所有する乙土地（現況は駐車場用地）について、所有権の登記名義がＢ名義に

なっており、Ｅ名義の抵当権設定登記がなされていた。ＣがＡに尋ねると、Ａは、「全

く覚えがない。」と答えた。そこで、Ｂに事情を聴くと、Ｂは、Ｅから金銭を借りる際

に担保の提供を求められたので、Ａに無断で、Ａの実印を使用し書類を偽造するなど

して、乙土地の登記名義をＢ名義にした上で、乙土地は自分の土地だと偽って乙土地

にＥのための抵当権を設定し、その旨の登記をしたことを白状した。
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［小問 1］

　以上のことが全て真実であるとした場合に、Ａは、甲建物について、Ｄに対し、Ａ

からＤへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるか。また、Ａは、

乙土地について、Ｅに対し、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる

か。それぞれについて検討しなさい。なお、解答に当たっては、［小問2］に記載され

た（事実3）を考慮してはならない。

［小問 2］

　［小問1］に続いて、その後、次の（事実3）が生じたとする。この場合において、

Ｆは、誰に対し、負傷により生じた損害の賠償を請求することができるかを検討しな

さい。

（事実 3）

　Ａが認知症に罹
り

患しているとの診断を受けたことにより、ＣはＡと同居し、Ａの介

護をするようになった。その後、Ａは、認知症の症状が進行し、事理を弁識する能力

を欠く常況になったことから、後見開始の審判を受け、Ｃが成年後見人に選任された。

Ａは家の中で静かに過ごしていることが多かったが、Ｃは、Ａがむやみに外出しない

ように注意していた。ところが、ある日、Ｃがうたた寝をしてＡから目を離したとき

に、Ａは自宅から外出した。近所を徘
はい

徊
かい

していたＡは、歩行者信号が赤であるにもか

かわらず、認知症により赤信号の意味が分からずに幹線道路の交差点を渡り始めたと

ころ、ちょうどその交差点に自動車で進入してきたＦは、Ａを避けるために急ハンド

ルを切った結果、道路脇のガードレールに衝突して負傷した。

－8－



【問 2】

　Ⅹは、Ｙに対して1,000万円を貸し付けたが、弁済期を経過しても返済がされないと

主張し、Ｙを被告として、上記1,000万円の貸金返還請求訴訟（以下「前訴」という。）

を提起した。これに対し、Ｙは、貸金は既に全額弁済していると主張し、この点が前

訴での主たる争点となった。なお、上記1,000万円の貸付けと同日に、Ｙの友人であっ

たＺが、上記1,000万円のＹの債務につき、連帯保証契約を書面で締結していた。

［小問 1］

　Ｚは、Ⅹの前訴提起を知り、前訴の口頭弁論期日において、Ｙに補助参加する旨の

申出をしたところ、Ⅹはこれに対し異議を述べた。この場合、Ｚの補助参加は認めら

れるか。「訴訟の結果について利害関係を有する」（民事訴訟法第42条）の意義に関す

る最高裁判例を踏まえて解答せよ。

［小問 2］

　前訴の第一審裁判所は、1,000万円の貸付けの事実は認められるとした上、Ｙが主張

する弁済の主張は認められないとして、Ⅹの請求を認容する判決をし、この判決は第

一審で確定した。しかし、その後もＹが支払をしなかったことから、Ⅹは、Ｚに対し、

1,000万円の保証債務履行請求訴訟（以下「後訴」という。）を提起した。これに対し

Ｚは、ⅩのＹに対する主債務は弁済により消滅している旨、前訴のＹと同様の主張を

した。後訴におけるこのようなＺの主張は、前訴確定判決の効力に抵触しないか、Ｚ

が前訴で補助参加していた場合としていなかった場合とに分けて解答せよ。
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経済原論

　次のⅠ～Ⅳの全てに答えなさい。

Ⅰ　国民経済計算に関連して、以下の例を考える。

　ある国で自動車を生産するために、部品メーカーＡ社は、海外から原材料を50万

円で調達して部品を生産し、それを100万円で完成車メーカーＢ社に販売する。Ｂ社

はその部品から自動車200万円分を生産し、うち170万円は国内の消費者に、30万円

は海外の消費者に販売する。この一連の生産活動で生み出されるＡ社の従業員の報

酬は30万円、Ｂ社の従業員の報酬は70万円である。純間接税及び固定資本減耗は無

視する。

　このとき、以下の問いに答えなさい。

（1 ）　ＧＤＰの定義を述べなさい。

（2 ）　この一連の生産活動から、当該国でのＧＤＰはどれだけ変化するか。

（3） 　ＧＤＰを需要（支出）面からみると、個人消費、設備投資、輸出及び輸入はそ

れぞれどれだけ変化するか。

（4） 　ＧＤＰを分配（所得）面からみると、営業余剰（企業所得）及び雇用者報酬は

それぞれどれだけ変化するか。

（5） 　原材料価格が高騰し、Ａ社の海外からの原材料の調達が50万円から80万円に増

加したとする。Ａ社は、増加分30万円を完全に価格転嫁し、130万円で転売する。

Ｂ社も、増加分30万円を完全に価格転嫁し、自動車を230万円で販売する。この

とき、原材料高騰がＧＤＰにもたらす影響はどの程度か。

（6） 　（5）を踏まえ、原材料高騰がＧＤＰにもたらす影響を考える上で、企業の競争

力（価格支配力）が果たす役割を 3行程度で論じなさい。
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Ⅱ 　 2 期間生存する家計からなる世代重複モデルを考える。 t 期に生まれた家計の生

涯効用は、

log(cy
t )+β log(co

t+1)

と表される。ここで、ct
y、co

t+1はそれぞれ t期に生まれた家計の若年期の消費、老年

期の消費を表し、 βは割引率で 0 ≦β≦ 1を満たす。家計の予算制約式は、

cy
t + at = yy

co
t+1= (1+r)at+ yo

と表される。ここで、atは貯蓄、yyは若年期の労働所得、yoは老年期の労働所得、
r は利子率である。将来の不確実性はないものとする。

　このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、計算の過程も示すこと。

（1） 　この家計の効用最大化問題を解き、若年期の消費及び老年期の消費を各種パラ

メーター（ β, yy, yo, r ）の関数として表しなさい。

（2） 　金利の引上げが、若年期の消費、老年期の消費にもたらす影響をそれぞれ述べ

なさい。

（3） 　β = 1 、r = 0 とする。若年期の労働所得が 1単位増加すると、若年期の消費は

どの程度変化するか。次に、若年期の労働所得だけでなく老年期の労働所得も 1

単位ずつ増加すると、若年期の消費はどの程度変化するか。また、最後に、その

含意を恒常所得仮説の観点から簡潔に述べなさい。
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Ⅲ 　 2 人 2 財からなる純粋交換経済を想定し、 2人の消費者を Aと B、 2財を xと y

とする。 Aと Bは両方とも価格受容者であり、（xA，yA）と（xB，yB）はそれぞれ、AとB

による xと yの消費量を示している。また、2人の消費者の効用関数が uA（xA,yA）=xA yA
1/2 1/2、

uB（xB,yB）=xB yB
1/2 1/2、初期保有量が、（xA,yA）=（20, 50）、（xB,yB）=（10, 70）と与えられており、

2財の価格を（px，py）とする。

　このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、計算の過程も示すこと。

（1） 　 A及び Bそれぞれの効用最大化問題を解き、最適消費計画（xA，yA）と（xB，yB）を

求めなさい。

（2 ）　この市場における xと yの超過需要関数をZxとZyとして、それぞれ求めなさい。

（3） 　ワルラスの法則について簡単に説明し、（2）の結果から、ワルラスの法則が成

立することを示しなさい。

（4） 　ワルラス均衡における xと yの均衡価格比 p*y
p*x 、資源配分（x*A，y*A）及び（x*B，y*B）を

それぞれ求めなさい。

（5） 　消費者 Bにとって実現可能な効用の範囲を示しなさい。消費者 Bの効用が、求

めた実現可能な範囲内のある水準 uBで固定されている場合のパレート集合

（xA，yA，xB，yB）を求めなさい。ただし、ここでは、存在する財が 2人の消費者に

よって全て余ることなく消費されるものと仮定する。

（6） 　エッジワース・ボックスを描き、初期保有量（x）、ワルラス均衡における資源

配分（x*）と予算線（BL）、パレート集合（PS）、消費者 Aと Bのオファー・カーブ

（OCA，OCB）を図示しなさい。
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Ⅳ 　ある工場が行っている生産について、地域住民の健康被害との因果関係が取り沙

汰されたとする。この工場の生産量 x、生産費用をC（x）= 2
x2
、また、この工場は価

格受容者であり、 xの市場価格が p =50で与えられていると仮定する。地域住民に

与えた健康被害の被害額を D（x）= 2
x2
とする。

　このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、計算の過程も示すこと。

（1） 　この事例のように、ある工場が生産活動を通じて地域住民に及ぼすこうした効

果を経済学用語で何と呼ぶか。また、その概念について簡潔に説明しなさい。

（2）　この工場の限界利潤と限界被害を求め、これらの関係を図で示しなさい。

（3） 　地域住民の健康被害との因果関係の科学的立証が難しく、この工場に対して生

産活動を自由に行う権利が認められたとする。このとき、この工場の利潤を最大

化する生産量xM、工場の利潤πM及び地域住民の被害額DMはどうなるか、求め

なさい。

（4） 　この地域における社会の総余剰が最大化する生産量x*を求め、（2）で描いた図
中に最大化する点を点 Eとして示しなさい。また、そのときの工場の利潤π*と
地域住民の被害額D*を求めなさい。

（5）　（3）と（4）の結果を比較して、結果の違いについて簡潔に論じなさい。

（6） 　地域住民の健康被害との因果関係が科学的に立証されたため、この工場のある

自治体が介入し、この工場の生産量 1単位当たり t の税金を課すことにしたとす

る。この場合、工場の利潤を最大化する生産量xtを求めなさい。さらに、 t の税

額をいくらにすれば、この社会の総余剰が最大化するx*とxtが一致するか求めな

さい。また、こうした税金のことを経済学用語で何と呼ぶか。
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財政学

　地方財政に関する次のⅠ～Ⅲの全ての問いに答えなさい。

Ⅰ 　地方財政の望ましい仕組みを考える上で、人々は各自治体の政策も見ながら居住

地を選択しているという事実を認識することは重要である。このように、人々が「足

による投票」によって自治体を選ぶという構造には、社会全体の効率性や公平性を

高める効果と低める効果があることが知られている。

（1） 　人々の「足による投票」を通じて、効率性や公平性が向上する可能性につい

て、分かりやすく丁寧に説明しなさい。

（2） 　人々の「足による投票」を通じて、効率性や公平性が低下してしまう可能性に

ついて、分かりやすく丁寧に説明しなさい。

Ⅱ 　一般に、中央政府と地方政府の間には、財源移転が行われる構造が存在している。

様々な財源移転ルールが考えられるが、代表的な方式として、地方自治体の特定支

出の一定割合を補助する「定率補助方式」と、自治体の財政状況に応じて財源を定

額で与える「定額補助方式」がある。我が国では、「国庫支出金」が前者の方式、

「地方交付税交付金」が後者の方式となっている。

（1） 　それぞれの方式が、地方政府の活動に与える影響について、2つの方式の違い

に注意しながら、理論的に説明しなさい。そして、それぞれの方式は、どのよう

に使い分けられることが望ましいかについて説明しなさい。

（2） 　我が国の国庫支出金と地方交付税交付金の制度について、それぞれの概要を説

明しなさい。そして、（1）での考察も踏まえて、我が国における財源移転制度の

望ましいあり方について、あなたの考えを説明しなさい。

Ⅲ 　中央政府と地方政府の活動を歳入面と歳出面に分け、中央政府と地方政府の役割

分担の望ましいあり方について、Ⅰ及びⅡでの考察も踏まえて、次の（1）～（3）に答

えなさい。

（1） 　中央政府と地方政府の歳出面での望ましい役割分担のあり方について、説明し

なさい。

（2） 　中央政府と地方政府の歳入面での望ましい役割分担のあり方について、役割分

担の結果として必要となる財源移転の望ましいあり方も含めて、説明しなさい。

（3） 　我が国の地方政府は、大きく「都道府県」と「区市町村」に分けて考えること

ができる。「都道府県」と「区市町村」の間の歳入面及び歳出面での望ましい役

割分担について、あなたの考えを、根拠を示しながら説明しなさい。
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公共政策

　地方自治体の全ての政策や事業の基本となり、また、総合的な指針となる計画は、

一般に総合計画又は長期計画などと呼ばれるが、法律上は必ずしも作ることが義務付

けられているわけではない。そこで、この総合計画について、民主主義との関係に触

れつつ、住民による自治体の民主的統制という視点から政治学的に論ぜよ。ただし、

その際に、（ 1）総合計画は必ず策定すべきものであるのか、（ 2）総合計画が民主的

正統性を持つためには何が必要か、（ 3）総合計画と首長のマニフェストはいかなる関

係にあるのか、について必ず言及すること。
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